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軌陸車（鉄道保線用自動車）の車両総重量超過車両に係る 

指定工場における継続検査時の取り扱いについて 

 

 

 今般、鉄道保線用自動車(注１)に関する「車両総重量超過」の問題

に関して、関係する機関により調査が進められております。 

  このため、平成１７年３月８日より各運輸支局等においては、

鉄道保線用自動車の実態調査を実施しており、鉄道事業者等より

車両重量測定の申し出があった場合には車両重量の測定等を行っ

ております。 

 また、平成１７年３月１０日からは、鉄道保線用自動車に係る

持ち込み継続検査の申請があった場合には、すべての自動車につ

いて重量測定等を実施し、自動車検査証と持ち込まれた自動車の

状態に相違がないことを確認することになりました。 

  つきましては、各指定自動車整備事業者におきましても、当分

の間、鉄道保線用自動車に係る継続検査の依頼があった場合には、

自動車検査証の車両重量と現車の車両重量が相違している可能性

があることから、「運輸支局等において車両重量等の確認
を受けたもの(注２)であることを確認したうえ」で、指定整

備の取り扱いを行うようお願いいたします。 

 

 注１：鉄道保線用自動車とは車体形状が軌道兼用車、架線修理車、高所作業車で、かつ、鉄道と
道路を兼用で走行できる構造の自動車 

 注２：国で確認したことを証する書面 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社団法人東京都自動車整備振興会 

 


